
2025 年度教育職員免許状取得のための名古屋大学教育学部聴講生入学出願要項 

 名古屋大学教職課程規程第６条により単位修得の認定を受けようとする者は、下記により聴講生として入

学を出願することができる。 

Ⅰ. 入 学 資 格 

 本学部に教育職員免許状取得のための聴講生として入学できる者は、次のいずれかの一に該当する者と

する。 

１．本学を卒業した者 

２．本学大学院を修了した者 

３．本学大学院博士後期課程を満期退学した者 

Ⅱ. 在 学 期 間 

  ６か月又は１年とする。ただし、秋学期（１０月）入学者は６か月とする。 

Ⅲ. 聴講科目及び単位数 

１．「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「各教科の指導法」は、教職課程の手引（開講一覧）による。 

２．教育学部で開講する「教科に関する専門的事項」は、教育学部授業科目表による。 

３．修得し得る単位数は次のとおりとする。 

（ａ）聴講期間が６か月にわたる場合は、合計４単位以内
（ｂ）聴講期間が１年にわたる場合は、 合計８単位以内

  ＊８単位を超える聴講は認めない。 

Ⅳ. 入 学 出 願 手 続 

入学を希望する者は、以下のとおり提出すること。 

１．出願に要する書類等 

ａ 聴講生入学願［様式１］ 

ｂ 卒業（修了）証明書、卒業（修

了）見込証明書又は 

満期退学証明書 

最終出身学校発行のもの 

＊最終学歴が本学部卒業、本研究科修了及び満期退学の場合は提

出の必要はない。 

ｃ 取得希望の免許に関する 

単位修得状況の判る証明書 

本学出身学部（研究科）発行の学力に関する証明書、他大学等発

行の単位修得証明書など、取得希望の免許に関する単位修得状況

の判るもの 

ｄ 所見書［様式２］ 出身学部（研究科）教職課程委員または指導教員等発行のもの。

出身学部（研究科）を通じて本学部へ提出すること。（Ⅸ．特記事

項に該当する者は不要）下記のいずれかに該当する場合、提出す

ること。 

ｅ 履歴書［様式３］ 縦４㎝×横 3cm、出願前３ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔

写真を貼付のこと 

ｆ 返信用封筒 １枚 角形２号の封筒に１８０円切手を貼付し、申請者本人の受信場

所、氏名を記入したもの 

ｇ 入学検定料 ９，８００円 

（郵便普通為替） 

必ず郵便局で普通為替を作成し、受取人指定欄等一切記入しない

こと。なお、検定料の額は事前の告知なく改定されることがあ

る。 

ｈ 履修カルテ 「教職実践演習」履修希望者のみ提出すること。 

本学所定様式を使用し作成すること。 



２．願書の提出先 

名古屋大学文系教務課（教育担当） 

〒464-8601    名古屋市千種区不老町 B4-4(700)（文系総合館１階） 

TEL 052-789-2606、2607 

３．出願の期間 

入学時期 出 願 期 間 

春学期 

（４月） 

２０２５年２月１３日（木）、２月１４日（金）１６：００（必着） 

秋学期 

（１０月） 

２０２５年８月２１日（木）、８月２２日（金）１６：００（必着） 

〔注意〕出願方法は郵送のみ。封筒の表に「教職聴講生入学願書在中」と朱書きし、書留郵便にて出願期間

内に必着するように提出すること。 

Ⅴ．選 考 方 法

  書類により選考を行う。ただし、必要がある場合には面接試験を行うことがある。 

Ⅵ．選 考 結 果 の 通 知

  選考結果は、選考終了後、郵送にて本人に通知する。 

Ⅶ．入 学 手 続

合格した者には、選考結果の通知時に、入学手続き等について併せて通知する。なお、指定された期

間に入学手続きを行わない場合は、入学が許可されない。 

なお、入学料及び授業料は下記のとおりである。ただし、入学時及び在学中に料金が改定された場合は、

改定時から新たな金額が適用される。 

入学料 ２８，２００円 

授業料 １単位につき１４，８００円 

（合計単位数分の金額を、春学期に入学する者は４月１日から４月末日までに、秋学期に入

学する者は１０月１日から１０月末日までに納入） 

Ⅷ．そ の 他 

１．出願後、提出書類は返付しない。 

２．納入済の入学検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

３．開講日程が未定の集中講義科目を申請した場合、決定した日程で都合がつかず受講できなくなって

も、他の聴講科目への変更はできない。また、授業料は返付しない。 

４．「施行規則第６６条の６に定める科目」は、聴講を認めない。 

５．「教育実習」「介護等体験」「教職実践演習」を希望する場合は以下に留意すること。 

【教育実習】 

①実習は原則、母校で行う。予め実習受入れの内諾を得ておくとともに、実習実施の前年度１月６

日までに教育企画課教職担当へ、教育実習申込書及び教育実習受入れ内諾書を提出すること。教

育 実習参加 申込書 及び 教育実習 受入れ 内諾 書の様式 は、教 育企 画課教職 担当

（kyosyoku@t.mail.nagoya-u.ac.jp）まで請求すること。期限までに提出できない場合は、教育

企画課教職担当まで相談すること。

②教育実習の単位は、事前指導（3月下旬から 4月初旬に 1日実施）及び事後指導（11月に 1日実

施）の１単位を含む。これらを受講しない場合、単位は認定されない。

③「学生教育研究災害傷害保険」及び「学生教育研究賠償責任保険」に加入する必要がある。（保

険料 合計 1,350 円程度） 



④各実習校から指示される実費については本人負担である。 

⑤事前に医療機関にて抗体価検査を受け、麻疹（はしか）の抗体がない場合は予防接種を受けてお

くこと。既に罹患したことがある者、予防接種を 2回受けた者は検査の必要はない。 

【介護等体験】 

① 介護等体験を希望する場合は、聴講科目欄に「介護等体験」と記載すること。なお、聴講科

目として介護等体験のみを申請することはできない。

② 介護等体験の日程については、事前調査の上調整を行うが、都合の良い日が限られている場

合（５日間連続する期間が２回以上ない等）、調整不可となり実施できないことがある。

③ 介護等体験は単位が付与されない。実習先から証明書が交付される。

④ 事前指導が７月中旬に開催され、実習は原則として 7 月末～1 月の間で実施されるため、1 年

間の教職聴講生の身分が必要となる。

⑤ 「学生教育研究災害傷害保険」及び「学生教育研究賠償責任保険」に加入する必要がある。（保

険料 合計 1,350 円程度）

⑥ 社会福祉施設での体験費用（7,500 円程度）は本人負担である。（特別支援学校の体験費用は

不要。）

⑦ 事前に医療機関にて抗体価検査を受け、麻疹（はしか）の抗体がない場合は予防接種を受けて

おくこと。既に罹患したことがある者、予防接種を２回受けた者は検査の必要はない。

【教職実践演習】 

① 教育実習を終えていること（秋学期実施者を含む）及び履修カルテを提出していることが履修

の条件となる。

② 履修カルテ（所定様式）は出願時に提出すること。

６．出願にあたって提供された氏名等個人情報は、選抜、入学手続き業務等に使用する。取得した個人情

報は適切に管理し、利用目的以外に使用しない。 

７．障害等があって、選考にあたり面接を行う場合、試験場での特別な配慮を必要とする者にあっては、

出願期限までに、以下３点を文系教務課（教育担当）まで提出すること。 

① 受験上の配慮申請書(障害の状況、受験上配慮を希望する事項とその理由等を記載したもの) (様

式随意、A4サイズ)

② 障害等の状況が記載された医師の診断書または障害者手帳の写し

③ 障害等の状況を知っている第三者の添え書(専門家や出身学校関係者などの所見や意見書)。な

お、必要に応じて、適宜それ以外の書類を添付しても差し支えない。

また、試験に関して相談の希望がある者は、出願期限までに文系教務課（教育担当）まで問い合わ

せること。 

入学後の修学に関して相談の希望がある者は、文系教務課（教育担当）及び学生支援本部アビリテ

ィ支援センターにて随時受け付けているので、問い合わせること。 

【学生支援本部アビリティ支援センター】 

TEL  052- 789-4756  

Email osd@gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp 

Ⅸ．特 記 事 項 

本学に研究生又は大学院研究生として在籍しながら、教育職員免許状取得のための聴講生として在籍

することは可能であるが、指導教員の所見に基づき所属長の発行した承諾書を必要とする。 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

名古屋大学文系教務課（教育担当） 

TEL   052-789-2606(直通) 

Email educa@t.mail.nagoya-u.ac.jp 



教育職員免許状取得のための聴講生の取り扱いについて

１．聴 講 手 続 

入学時に案内する方法により行うこと。 

２．単位修得認定 

    単位修得の認定は、試験その他の成績審査による。 

  本人の申請に基づき単位修得証明書を交付する。 

３．身分証明書 

    聴講生証を交付する。 

４．連   絡 

    各種連絡はすべて電子掲示板（NU-mado）やメールによる。文系教務課の案内に従い確認すること。   

　　　　なお、現住所届により届け出た連絡先に変更が生じた場合、速やかに届け出ること。 

５．図書の閲覧 

    聴講生は、教育発達科学図書室利用案内に従って図書の閲覧及び貸出をすることができる。なお、詳細

については教育発達科学図書室に尋ねること。 

６．期間途中での退学について 

  当該許可期間の途中で退学したい場合は、学部長へ願い出なければならない。申請用紙は文系教務課で

配付する。 

なお、納入済の授業料は返付しない。 



 [様式１] 

                   

２０２５年度 
教育職員免許状取得のための聴講生入学願 

 

 

                                                                       年    月    日 

 

 名古屋大学教育学部長                殿 

                                       

                       卒業/修了年月       年  月 

                      学部/研究科          学部 卒業・卒業見込 

                                        研究科修了・修了見込 

満退・満退見込 

 

 フリガナ 

                                      氏   名                                印 

 

                                                       

 

   私こと貴学部聴講生として入学し、名古屋大学教職課程規程第６条により、下記科目の単位認定を受けた

いので、ご許可くださるよう必要書類を添えてお願いします。 

  

記 

 

１．聴 講 科 目 

期 間 
(学期) 

開講曜日時限 
（集中講義の場合は、 

「集中」と記入すること

） 

科   目   名 単位数 担 当 教 員 氏 名           

春 ・ 秋  曜  限    

春 ・ 秋  曜  限    

春 ・ 秋  曜  限    

春 ・ 秋  曜  限    

合    計             科目         単位 

 

２．取得希望の免許状の種類・科目名 

      中学 1種（教科：        ）・ 中学専修（教科：        ） 

      高校１種（教科：        ）・ 高校専修（教科：        ）



[様式２] 

 

所  見  書 

  

                                   年  月  日 

 

   教 育 学 部 長 殿 

 

                         

 

                         職 名 

 

                         氏 名                             印 

 

 

    下記の者は、教育職員免許状取得のための聴講生として貴学部に入学することを希望していますので、次

のとおり所見を付します。 

 

                     記 

 

  １．学 部 等             学 部          学科      

                     研究科          専攻       

                                          西 暦   年  月 卒業・修了・満期退学/ 見込 

 

２．氏  名 

 

 

  ３．聴講科目 

 

 

 

 

 

  ４．所  見（教職課程委員又は指導教員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注  この所見書は、所見記載者の所属学部（研究科）の教職担当係を通じて提出してください。 

 


